
業務名：玉名市官民連携まちなか再生推進支援業務委託

令和6年5月24日

№ 質問件名 内容 回答

1

「実施要項」
8.参加表明書等の提出期限、
提出先及び方法
(4)④同種・類似する受注実
績一覧表について

業務実績は、枠を追加して5件以上記載してもよろしいでしょうか。
様式5には4件分しか枠がございませんので、5件以上記載される場合
はページ数を増やし、複数枚ご提出ください。

2

「実施要項」
9.企画提案書等の提出期限、
提出先及び方法
(4)②同種・類似する受注実
績について

「1業務につき様式5を含め3ページ以内」と記載されていますが、様式6
を含めて各業務3ページ以内（合計9ページ以内）という認識でよろしい
でしょうか。

実施要領の記載に誤りがございました。ホームページ上の実施要項
は差し替えさせていただきます。
ご指摘のとおり、「様式5」ではなく、正しくは「1業務につき様式6
を含め3ページ以内」です。3業務分ご提出いただく場合は、3業務×
3枚以内で合計9ページ以内となります。

3
「様式５」
業務実績一覧表のTECRIS登録
番号明記について

企業の業務実績を証する資料としてTECRIS登録番号を明記することとあ
るが、 TECRIS登録番号がない場合は記載不要でしょうか。

TECRIS登録番号がない場合には、その理由を明記してください。
例：・民間事業であるため登録なし
　　・100万円未満の業務であるため登録なし　など

4
「様式５」
業務実績一覧表の同種・類似
の判断について

これまでに、市のエリア基本計画策定及び現地パートナー企業と共同出
資したまちづくり法人の組成を行ってきた実績があるが、今回の業務と
「同種」にあたるのか、「類似」と判断されるのか伺いたい。

本市が抱いているまちづくりのプロセスでは、官民連携による未来
ビジョンを策定したのち詳細な基本計画を立案する予定です。
共同出資である場合も、貴社が担った業務の内容が、「未来ビジョ
ンの策定とエリアプラットフォームの組成・運営」双方を行ったも
のであるならば「同種」、そのいずれか若しくは「実施要領．8．
(4)．④の※２」に記載する類似業務であれば「類似」と取り扱って
ください。

5
応募可能な対象事業者につい
て

玉名市内に登記申請をしていない事業者でも応募可能でしょうか。
「実施要項．5．参加資格要件」を満たしていることが条件となって
おります。玉名市内に登記申請がない事業者であっても、要件を満
たしていれば応募可能です。

質問に対する回答書
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6
「まちなかグランドデザイン
原案(たたき台)」について

官⺠が連携したまちづくりの方向性を示すためのたたき台として作成さ
れた「まちなかグランドデザイン原案(たたき台)」の冊子版を公募期間
中に閲覧することは可能でしょうか。

閲覧可能です。

7
「まちなかグランドデザイン
拡大ワークショップ」(仮称)
について

「まちなかグランドデザイン拡大ワークショップ」(仮称)とは、どんな
内容のものを想定しているのでしょうか。

（「仕様書 P9 まちなかプロジェクトの本年度のスケジュール案
参照）
前段に行われるまちなか出前ワークショップやまちなか魅力向上委
員会で行うワークショップなど、個別の団体で話し合った内容を踏
まえ、より多くの団体や市民を巻き込んだ全体的なワークショップ
を開催し、意識の共有化を図ることを目的としており、エリアごと
に分かれてより詳細なまちづくりの検討を行いたいと考えておりま
す。

8

「玉名市まちなか未来デザイ
ン協議会」「まちなか魅力向
上委員会」「まちなか出前
ワークショップ」の立ち上げ
経緯について

「玉名市まちなか未来デザイン協議会」「まちなか魅力向上委員会」
「まちなか出前ワークショップ」のそれぞれの組織及びワークショップ
について立ち上げに至った経緯についてご教示いただけないでしょう
か。

本市が目指すまちづくりは「官民連携による持続可能なまちづく
り」です。官民連携といっても民間企業のパートナー、市民、商工
関係者など連携の幅は様々です。
本年度は、目指すべきまちなかの将来像を明確化し、共有すること
を目標としており、その成果物として「玉名市まちなかグランドデ
ザイン」（仮称）を策定します。
グランドデザイン構築の段階から市民と参画し、自分たちの思い描
くまちの未来像について語り合い、それを実現していくことが重要
であり、市民との対話を重視しています。
「協議会」は、まちづくりの応援や諮問する機関、「向上委員会」
はまちづくり活動の実行部隊として位置づけております。
「出前ワークショップ」につきましては、行政主体のワークショッ
プではなく、民間主体の場に行政が赴き、共に考え、共に動き、共
に創り出すまちづくりの第1歩であると考えております。
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